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第６期川崎市・各区地域福祉計画の概要

第１章・第２章 計画の趣旨と位置付け・地域福祉を取り巻く状況

 「地域福祉計画」は、社会福祉法第107条に基づき、以下の事項を定める計画である。

①地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関する共通的事項

②地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項

③地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項

④地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

 今回、令和３（2021）年度から令和５（2023）年度までの３年間の第６期計画を策定し、
市計画と区計画を策定する。

 「地域包括ケアシステム推進ビジョン」との関係では、福祉に関する上位計画としての位置づけに鑑み、
推進ビジョンとの関連性を強め、地域課題の解決を図るために、住民の視点から地域福祉を推進して
いくための行政計画の１つとして、地域福祉計画を策定する。 ※図１参照

 川崎市社会福祉協議会においても、市民の活動・行動のあり方を定める計画として、「地域福祉活動
推進計画」を令和２年度に策定しており、連携の強化を図る。 ※図２参照

 成年後見制度の利用促進を図るため、第６期計画から「川崎市成年後見制度利用促進計画」を本
計画に位置付ける。

 地域住民の意識として、近所付き合いは挨拶程度が約半数であるが、いざという時のために交流
が必要と考える人は半分以上。また、日ごろからの交流は面倒という方が3割程度で増加傾向にあ
り地域活動への参加を促す取組が必要

 地域活動やボランティア活動への参加について、きっかけがつかめない、身近に仲間がいない、人と
接するのが苦手などの回答も多く、働きかけ方や活動の仕方で改善される可能性もある

 心配ごとを解決するために必要なこととしては、利用するサービスの利用手続きが簡便で、サービス種
別も豊富で、低額なこと、情報が取りやすく、相談できる先があることなどが挙げられている。大きくは
住民本位の福祉サービス提供に向けた取組をさらに進めていくことが重要

 行政が取り組むべきことは、「サービスが利用できない、結びつかない人への対応の充実」が望まれて
おり、隙間ない、包括的な相談支援のネットワークづくりが必要

 地域福祉の推進を基本としながらも、災害、孤立死、成年後見制度の利用促進など、個別のテ
ーマに特化した対策を進めることが求められている

（１）地域共生社会の実現に向けた動向等
• 「地域共生社会」とは、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域
住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸
ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会とされている。

• 社会福祉法改正の中で、地域共生社会の実現に向けて、まちづくりや地方創生などの取組との連
携が打ち出され、包括的な支援体制の整備が求められている。

• 新型コロナウイルス感染症に伴う地域活動の新たな課題は動向を見極めながら適切に対応する。

（２）川崎市再犯防止推進計画

• 犯罪をした人等に限らず、全ての市民が孤立することなく、ともに生き、支え合う社会の実現を図る
ため、令和２（2020）年２月に同計画を策定

（３）災害福祉に関する取組

• 東日本大震災、熊本地震及び本市が被災地となった令和元年度東日本台風の経験を踏まえ、
避難期間の⾧期化による生活機能の低下、要介護度の重度化等を防ぐ、災害福祉の取組を推
進していく。

（４）かわさきパラムーブメント

• 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機とし、多様性（ダイバーシティ）と社
会的包摂（ソーシャル・インクルージョン）の象徴としてのパラリンピックに重点を置いた取組を計画
的に推進していく。

（５）コミュニティ施策

• 平成31（2019）年３月に策定した 「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」に基づき、市
民創発のまちづくりを掲げており、コミュニティ施策との連携を図っていく。

（６）ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の取組

• 平成31 （2019）年２月に「川崎市持続可能な開発目標（SDGs）推進方針」を策定し、
令和元（2019）年7月には「SDGs未来都市」に選定された。SDGsの達成に向けて、市民、
企業、団体等の多様なステークホルダーと連携・協働した取組を推進していく。

※図１
「第６期川崎市地
域福祉計画の位置
付け」

※図２
「地域福祉計画
と地域福祉活動
計画との関連性」

本市における地域福祉を取り巻く動向や関連する取組

地域福祉に関する意識と実態（令和元年度地域福祉実態調査より）

川崎市地域福祉計画

各区地域福祉計画

川崎市社会福祉協議会
地域福祉活動推進計画

各区社会福祉協議会
地域福祉活動計画

市の福祉課題への対応方針の提示

計画内容の支援・連携

リーディング事業の提案

政策提言・ニーズ抽出
・意見反映

課題の提示

区方針案の提示・

連携調整

市方針案の提示・

連携調整

福祉課題への対応に向け

た取組推進事業の提示

リーディング事業の提案

計画内容の支援

ニーズの集約

先駆的な取組の提示

地域課題への対応に向けた

相互分担・連携

川崎市 川崎市社会福祉協議会

資料１
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市民一人ひとりが共に支え合い安心して暮らせる ふるさとづくり ～川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築をめざして～基本理念

第３章・第４章 今後の取組の方向性と具体的な取組

（１）第６期に向けた取組の方向性

• 第５期計画の基本目標ごとの課題を次のとおり整理し、第６期計画へつなげる。

（２）第６期計画の基本理念、基本目標

• 第６期計画では、地域福祉実態調査の結果や第５期計画
における課題等を踏まえ、基本理念、基本目標を継続し、地
域福祉の向上を推進する。

（３）地域福祉計画推進における圏域の考え方

• これまで行政が取組を推進してきた状況を踏まえ、「地域ケア
圏域」を44圏域に分け、地区カルテ等を活用して、より多くの
方々と共に地域の状況を共有する。なお、この圏域は介護保
険制度上の日常生活圏域として位置づける。

• 今後は、さらに地域の実情に応じて、より小規模な地域の状
況把握や課題解決が重要となることから、「地域ケア圏域」に
ついては、より市民に身近な地域での様々な活動の展開を目
指して、圏域の設定のあり方を検討する。

• 第６期計画では、各区計画に「地域ケア圏域」ごとに地域の
概況を掲載するとともに、地区カルテを活用した地域マネジメン
トを推進する。

第６期川崎市地域福祉計画の施策体系図

第５期計画における課題 第６期計画における取組の考え方

【基本目標１】 住民が主役の地域づくり
• 社会参加等を通じて、つながりや健康を維持できるよう地域ぐるみで働きかけをすること
• 市民活動の参加の裾野を広げ、新たな担い手を増やしていくこと
• 地域における活動と、活動の場づくりに向けた検討を進めること

住民が相互に理解し、主体的に地域福祉活動へ参加していくことで、人と人とのつながりを持ち、支え合うことが
できる仕組みづくりを、多様な主体と連携を図りながら推進する。

【基本目標２】 住民本位の福祉サービスの提供
• 高齢・障害・児童に関する相談対応について連携を進めること
• 保健・福祉人材の確保に向けた取組を進めること
• 成年後見制度に関する基本計画を策定し、周知を図ること

困ったときに声をあげられ、周囲に相談できる環境づくりや、何らかのケアが必要となった際に、保健福祉サービスや
その他の在宅生活を支えるサービスを効果的に組み合わせて利用できる環境づくりを推進する。
高齢・障害・児童・母子等に対する保健福祉サービスの着実な提供をめざすとともに、包括的な相談体制づくりを
推進する。また、「川崎市成年後見制度利用促進計画」を策定し、第６期計画に位置付ける。

【基本目標３】 支援を必要とする人が的確につながる仕組みづくり
• 災害時の支援に向けて、連携の取れた仕組みづくりの検討を進めること
• 要援護者の日常の見守りの取組を進めること
• 従来の取組では把握が困難な対象者へ、地域で気づき・見守り・支援へとつなげられる連動した
仕組みづくりを進めること

日頃からの見守り・支え合いの取組の充実を図りながら、広くこれまでの地域福祉を推進していくとともに、災害時
の福祉支援、生活困窮者等への自立支援など、今日的な課題に対応していくための取組を進め、地域の安全・
安心の確保を図る。

【基本目標４】 連携のとれた施策・活動の推進
• 保健・医療・福祉の円滑な連携が図れるよう、専門多職種の連携を進めること
• 地域の主体的な取組をつなぐ横断的な仕組みづくりを進めること

専門多職種の更なる連携の充実を図るととともに、住民主体の取組を推進するため、行政や社会福祉協議会が
地域の課題解決に向けた支援を行い、多様な主体が協働・連携し地域の課題に対するきめ細かい対応が図られる
環境づくりを推進する。
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第５章 各区計画の概要（各区地域福祉計画の体系と具体的な取組）

基本理念 基本目標 基本方針 主な事務事業等
1 住民が主役の地域づくり 1 誰もが参加できる健康・いきがいづくり ・健康づくり事業

2 地域福祉活動への参加の促進 ・民生委員児童委員活動育成等事業
3 ボランティア・ＮＰＯ活動等の支援 ・市民活動支援事業
4 活動・交流の場づくり ・地域福祉施設の運営（総合福祉センター等）

2 1 地域包括ケアに関する情報提供の充実 ・地域福祉情報バンク事業
2 包括的な相談支援ネットワークの充実 ・地域包括支援センター運営
3 保健・福祉人材等の育成 ・福祉人材確保対策事業
4 権利擁護の取組 ・権利擁護事業

3
支援を必要とする人が的確に
つながる仕組みづくり 1 災害時の避難支援体制づくりの推進 ・地域防災推進事業

2 見守りネットワークの推進 ・地域見守りネットワーク事業
3 虐待への適切な対応の推進 ・児童虐待防止対策事業
4 様々な困難を抱えた人への自立支援の取組 ・生活困窮者自立支援事業
5 ひきこもり対策等の推進 ・社会的ひきこもり対策事業

4 1 保健・医療・福祉の連携 ・在宅医療連携推進事業
2 福祉・介護等サービスの基盤整備等 ・介護サービスの基盤整備事業
3 市民・事業者・行政の協働・連携 ・地域包括ケアシステム推進事業
4 社会福祉協議会との協働・連携 ・社会福祉協議会との協働・連携
5 総合的な施策展開に向けた連携体制 ・川崎市地域包括ケアシステム庁内推進本部会議

基本理念 基本目標 重点項目の取組例
1 つながりをみんなで育てる地域
づくり

１
２
３

誰もが参加できる健康・いきがいづくり
地域活動への支援・参加の促進
地域活動・交流の場づくり

・地域の縁側活動推進事業
・健康づくりボランティアとの連携
・子育てサロン・子育てグループ活動への支援
・自主防災組織による防災訓練・避難所運営会議の推進
・地域包括ケアシステムの普及啓発

2 安心して暮らせる地域づくり １
２
３

情報提供の充実
相談・支援の充実
保健・福祉人材の育成

・地域の保健福祉等に関する情報発信
・川崎区こども情報発信事業
・外国人に向けた情報発信の充実

3 見守り・支え合いのネットワーク
づくり

１
２
支援につながる仕組みづくり
区民・団体・行政等の連携による支援体制
づくり

・地域見守りネットワーク事業
・こども見守り活動
・地域マネジメントの推進
・いきいきかわさき区提案事業

1 一人一人に【ひろがる】
地域包括ケアへの理解と参加
の広がりによる区民主役の地
域づくり

１
２
３

わがまちや地域包括ケアのことを知る
生涯を通じた健康づくりを進める
地域活動の担い手を広げる

・地区カルテの作成、共有
・保健福祉情報さいわいの発行
・こども情報ネットさいわいの発行

2 地域で【つながる】
人と地域のつながりが活発で、
見守り、支え合うことのできる
地域づくり

１
２

３

多様な地域活動からつながる
多様なつながりから、新たな地域活動を育
む
多様な人がともに住むことへの理解を深め、
互いに見守り・支え合う

・ソーシャルデザインセンター（ＳＤＣ）の運営支援
・提案型協働推進事業
・公園を活用した子育て広場（プレーパーク、就学前児童の親
子の外遊び）
・ご近所支え愛事業

3 必要な時に【とどく】
総合的な体制で必要な相談・
支援が届く仕組みづくり

１

２
３

支援が必要な方に、専門性の高い情報を
的確に届ける
包括的な相談支援機能を充実する
防犯・防災のまちづくりをすすめる

・ぼうさい出前講座
・幸区災害対策協議会での情報共有
・避難所開設・運営訓練の実施

4 【すすめる】
地域福祉を進める基盤体制の
確立とネットワークづくり

・幸区地域包括ケアシステム推進本部会議、プロジェクト会議

1 区民が主役の地域づくり １
２
３
４
５
６

誰もが参加できる健康・いきがいづくり
ボランティア・地域活動支援
活動・交流の場づくり
地域で活躍する担い手づくり
地域の見守り・支え合いの推進
地域課題の解決に向けた支援の充実

・中原区総合子どもネットワーク事業
・健康づくり・介護予防グループ支援
・老人クラブ育成事業
・中原区子育て支援者の養成
・健康づくりや介護予防に係るボランティアの支援
・認知症サポーターの養成

2 必要な支援やサービスが的確
に届けられる仕組みづくり

１
２
情報提供の充実
包括的な相談・支援機能の充実

・中原区子育て情報の発信
・保育所入所相談の充実
・成年後見制度への対応の充実

3 多様な主体が連携した施策・
活動の推進

１
２
３

保健・医療・福祉の連携
市民・事業者・行政の連携・協働
中原区社会福祉協議会との連携・協働

4 地域参加の仕組みづくり 1 地域マネジメントと地域コミュニティの推進 ・地域包括ケア推進のための地域マネジメントの推進
・地域コミュニティの推進

幸
区

「夢が広
がり、想い
がつなが
り、心が
届くまちさ
いわい」

中
原
区

「福祉のこ
ころ、人と
人との橋
わたしで、
支え合え
る地域づ
くり」

住民本位の福祉サービスの提
供

連携のとれた施策・活動の推
進

基本方針（※下線は右の取組例に関連する項目）

「市民一
人ひとりが
共に支え
合い安心
して暮ら
せる　ふる
さとづくり
～川崎ら
しい都市
型の地域
包括ケア
システムの
構築をめ
ざして～
」

川
崎
市

川
崎
区

「つながり
を育て
安心して
暮らせる
まち　かわ
さき区」

基本理念 基本目標 重点項目の取組例
1 区民が主役の福祉の地域づく
り

１
２
３
４
５

健康づくり・いきがいづくりの推進
活動・交流の場づくりや機会づくり
地域活動への参加の促進
地域福祉活動の活性化
区民同士が緩やかにつながる地域の居場
所づくりの推進

・若年世代からの健康づくりの推進
・介護予防活動の推進
・子育て支援講座の開催
・障害者の社会参加に関する学習機会の取組
・地域マネジメントの推進

2 区民ニーズをふまえた福祉サー
ビスの提供

１
２
３
４

情報提供の充実
相談支援体制の充実
地域の担い手の養成
生活困窮者への支援の推進

・子育て情報ガイドによる情報発信
・地域包括ケアシステム構築に向けた情報発信
・地域コミュニティ活性化のための情報発信
・区民ニーズに合わせた各種生活情報の提供

3 支援を必要とする人が適切な
支援につながる仕組みづくり

１
２
３
４

地域の見守り、支え合いの推進
安心して暮らすための支援
虐待への適切な対応の推進
災害時の支援体制の充実

4 多様な主体の連携・協働によ
る施策・活動の推進

１
２
３

保健・医療・福祉の連携
区民・事業者・行政の連携・協働
社会福祉協議会との連携・協働

1 ご近助で「ささえあう」地域づくり １
２

３
４

誰もが参加できる健康・いきがいづくり
様々な団体や区民が地域で活動し、支え
合う地域づくり
安心して参加できる活動・交流の場づくり
ご近助で支え合う地域づくり

・ご近助で支え合う地域づくりの推進

2 支援に「つながる」きっかけづくり １
２
３
４
５

理解と共感を広げる情報発信の充実
相談を通じた不安・困りごとの軽減
支援につなぐ人材・ネットワークづくり
支援が必要な人への見守り、支え合いの推進
虐待への適切な対応

・地域包括ケアシステムに関する広報・普及啓発の充実
・子育てガイド等による子育て情報の発信
・高齢者支援等に関する普及啓発

3 区民・事業者・行政等が「一
体となる」ネットワークづくり

１
２
保健・福祉分野での協働・連携の推進
区民・事業者・行政などの連携による地域
福祉の向上

・多様な主体と連携した地域包括ケアシステムの推進
・地域包括支援センターとの連携による地域づくり
・民生委員児童委員・保護司会等の活動支援

1 区民一人ひとりが参加する地
域づくり

1
2
3

情報提供の拡充
地域で活躍する人材の育成
地域活動への支援

・子ども・子育て、障害、高齢者等の福祉情報の発信
・具体的な地域活動情報の発信
・様々な媒体、機会を利用した情報発信

2 多世代交流でつながる地域づ
くり

1
2
身近な地域での交流の促進
地域の支え合い活動の推進

・緩やかなつながりづくりの推進
・地域特性にあわせた、身近な地域での支え合い活動の推進

3 見守り・支え合いのネットワーク
づくり

1
2
支援につながる仕組みづくり
区民・団体・民間・行政の連携

・制度、分野の枠にとらわれない連携体制の充実

1 区民が主役の地域づくり １
２
３

地域活動を担う人材の発掘と育成
区民が主役の地域活動の推進
健康づくり・介護予防の推進

・地域活動に関わる人材の発掘と育成・
・地域人材コーディネート機能の充実
・地域活動参加につなげる「ちいきのちからシート」の活用

2 区民本位の福祉サービスの提
供

１
２
３

保健・福祉情報の発信と充実
窓口における相談体制の充実
専門分野の相談支援体制の充実

・さまざまな媒体を用いた保健福祉に関する情報発信

3 「ひと・もの・場」をつなぐ自助・
互助の仕組みづくり

１

２
３

保健福祉課題の共有化と地域ぐるみの対
応
要支援者等へのサポートの充実
地域福祉を支える関係者の支援とネット
ワークの強化

・あさおオレンジプロジェクト
・あさおＳＯＳネットワーク事業
・麻生区高齢者見守りネットワーク事業

基本方針（※下線は右の取組例に関連する項目）

麻
生
区

「みんなで
支え合う
福祉のま
ち麻生
～麻生区
らしい地
域包括ケ
アシステム
構築をめ
ざして～」

高
津
区

「区民がと
もに支え
合い　安
心して暮
らせるまち
高津の実
現～高津
区らしい
地域包括
ケアシステ
ムの構築
をめざして
～」

宮
前
区

「みんなで
つくろう
ご近助の
わ　～ゆ
るやかに
つながり
安心して
暮らせる
地域づくり
～」

多
摩
区

「多様な
主体と多
世代がつ
ながる支
え合いの
まち多摩
区」
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